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市 民 委 員 の 募 集

【第10次芦屋すこやか長寿プラン21策定委員会】
■募集人数　２人

■���任期　11月１日～令和６年３月31

日（１回約２時間・全５回程度/平

日・休日昼間）

交 際 費 を 公 開 し ま す
市長・教育長・消防長・市議会の交際費（支出年月日・

金額・種別・支出相手等）を自主公開します（病気見

舞いに関する個人名は非公開）。複写は１枚10円

■公開日（平日執務時間内）
【４月～６月分】７月29日（金）～

【７月～９月分】10月31日（月）～

【10月～12月分】令和５年１月31日（火）～

【１月～３月分】令和５年４月28日（金）～

■�場所＆問い合わせ
　【市長交際費】市長室☎ 38-2000

　【教育長交際費】教育委員会管理課☎ 38-2085

　【消防長交際費】消防本部総務課☎ 38-2095

　【議会交際費】市議会事務局総務課☎ 38-2001

緊急・災害時要援護者台帳の
内容を更新

緊急・災害時要援護者台帳の内容を更新するため、

登録されている皆さんの所へ民生委員・児童委員

が訪問します。新たに登録を希望される65歳以上

の人は民生委員・児童委員まで、障がいのある人は

障がい福祉課へお問合せください

■�問い合わせ　高齢介護課☎38-2044/障がい福

祉課☎38-2043

特別児童扶養手当
所得状況届を送付

７月下旬に特別児童扶養手当受給資格者に所

得状況届を送付しています。ご確認のうえ、提

児童扶養手当受給資格者は、次の書類を下記窓口

に提出してください。11月分からの手当の支給

に必要です。

▶現況届（８月上旬に送付）▶一部支給停止適用

除外事由届出書（対象者には６月に送付済み）

■提出期間　８月１日～ 31日

■支給期間　18歳になった後の３月31日まで

■問い合わせ　子育て政策課☎38-2045

ひとり親家庭の人へ

出期限内に障がい福祉課へ提出ください。

■提出期間　８月１日～17日

■�月額手当　52,400円（重度障がい児）

　34,900円（中度障がい児）

■問い合わせ　障がい福祉課☎38-2043

後 期 高 齢 者 医 療 制 度 改 正

10月１日から、後期高齢者医療制度の一部負担
金の割合が見直され、現行の「１割」「３割」に、新
たに「２割」が追加されます。

■�２割負担に該当する方
　現在１割負担の方で次のいずれの要件にも当
　てはまる被保険者　　
　１． 同一世帯の被保険者のうち、住民税課税所

得が28万円以上145万円未満の被保険者
がいる世帯の方

　２．〈��同一世帯の被保険者の人数が１人の場合〉
　　被保険者の年金収入＋その他の合計所得　
　　金額が200万円以上の方
　　〈同一世帯の被保険者の人数が２人以上の場合〉
　　被保険者全員の年金収入＋その他の合計所
　　得金額の合計が320万円以上の方
　　※上記の年金収入には、遺族年金や障害年
　　　金は含みません
※８月中に判定を行うため、判定後の負担割合
　の問い合わせは中旬以降にお願いします

芦 屋 市 電 子 図 書 館
夏 を 読 書 三 昧 に し よ う

芦屋市電子図書館が夏の大型アップデート。約

2，000冊が追加されました。夏休みの自由研究

に役立つ本やティーンズ向けの小説、旅行ガイ

ドや料理本など、追加コンテンツのジャンルは

多種多様。電子図書館ならではの音が楽しめる

図書も必見です！来館せずに本が借りられる図

書館を、この夏にぜひご利用ください。

※利用には図書貸し出し券が必要です

■問い合わせ　図書館☎31-2301

【窓口負担割合が２割となる方への配慮措置】
10月１日から３年間は、負担割合が２割となる
方について、１カ月の外来の自己負担額の増加
額を3,000円までに抑える配慮措置を適用しま
す。（ただし、入院の医療費は対象外）
3,000円を超えて支払った場合、差額は高額療養
費の登録口座へ後日払い戻しされます。高額療
養費の口座が登録されていない方には、９月ご
ろに申請書を郵送します。
【被保険者証の有効期限について】

今年度は10月１日から被保険者証が変わりま
す。現在ご使用中の被保険者証は、９月30日ま
でご使用いただき、10月１日からの新しい被保
険者証は９月中に送付します。
■�問い合わせ　保険課後期高齢者医療係☎38-

2037/兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局
コールセンター☎078-326-2021

詳しくは市ホームページで
ご確認ください

■��対象　昭和56年５月31日以前に着工した住宅

住宅耐震化工事等に
　　　   対する補助制度

対象項目 対象住宅 補助金額

耐震改修
計画策定

一戸建て
住宅

計画策定費の２／３
（上限 20 万円）

長屋・
共同住宅

計画策定費の２／３
（上限 12 万円／戸）

マンション
（３階以上かつ

1 千㎡以上）

次のいずれか低い方の金額
▶補助対象経費× 3 分の 2
▶ 面積（平方メートル）あたりの

単価に各々の面積を乗じて合
算した額

1,000 以内：2,400 円
1,000 超～ 2,000 以内：1,000 円
2,000 超：700 円　　　　

耐震改修工事

一戸建て
住宅

対象工事費の４／５
（上限 110 万円）

長屋・
共同住宅

対象工事費の４／５
（上限 60 万円／戸）

マンション
（３階以上かつ

1 千㎡以上）

次のいずれか低い方の金額
▶補助対象経費× 2 分の 1
▶面積（平方メートル）あたり　
　25,100円を乗じて得た金額
▶面積（平方メートル）に応じた
　絶対限度額
1,000 ～ 5,000 以内：3,000 万円
5,000 超～ 10,000 以内：6,000 万円
10,000 超～ 15,000 以内：9,000 万円
15,000 超：13,500 万円   

建替工事 一戸建て
住宅

対象工事費の４／５
（上限 100 万円）

防災ベッド設置 一戸建て
住宅 定額 10 万円

分譲共同住宅耐震
アドバイザー派遣 共同住宅 定額３万円（同一対象住宅に

つき５回まで）

無料の簡易耐震診断あり（「わが家の耐震診断推進

事業」で診断を受けた人は対象外）

※ 部分型耐震化工事 （簡易耐震改修工事・シェル

ター型工事・屋根軽量化工事）の補助も実施

■申し込み＆�問い合わせ　建築指導課☎38-2114


